
 

 

令０３原機（サ環）００５ 

令和３年１０月１９日 

 
 

原子力規制委員会  殿  

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理 事 長  児 玉 敏 雄（公印省略） 

 
 
 
 
 

核燃料物質の使用施設等の使用前確認申請書 

 
 

核燃料物質の使用施設等について使用前確認を受けたいので、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律第 55 条の２第３項及び核燃料物質の使用等に関する

規則第２条の５の規定に基づき、別紙のとおり使用前確認の申請をいたします。 



 

i 

別   紙 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住    所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地１ 

代表者の氏名  理事長 児玉 敏雄 

工場又は事業所の名称及び所在地 

名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

住    所  茨城県那珂郡東海村大字村松４番地33 

使用前確認を受けようとする使用施

設等の範囲 
J棟のうち、 

廃棄施設の位置、構造及び設備のうち、 

固体廃棄施設のうち、 

固体廃棄施設の位置のうち、 

第二保管室内の固体廃棄物を保管する場所のうち、 

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所 

使用施設に設けられるセル、グロー

ブボックスその他の気密設備の内部

において使用し、又は貯蔵施設にお

いて貯蔵しようとする核燃料物質の

最大の量 

該当なし 

使用前確認を受けようとする使用施

設等の設計及び工事の方法 

廃油保管庫の廃油を試料として、J棟において難処理有機

廃棄物の処理に係る試験を行うことにより発生する水蒸気改

質処理試験残さを固体廃棄施設である第二保管室の固体廃棄

物を保管する場所のうち、管理区域境界に最も近い位置に保

管した場合、保守的に評価した結果、管理区域境界の線量限

度である1.3 mSv/３か月を超える(1.31 mSv/３か月)。この

ため、第二保管室の固体廃棄物を保管する場所のうち、管理

区域境界の壁から最も離れた位置にドラム缶１本分の区画を

設け、その中に水蒸気改質処理試験残さを保管することによ

り、管理区域境界の線量限度を満足(0.4 mSv/３か月)する設

計とする。 

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所を区画するに当た

り、管理区域境界の壁の管理区域側表面から5 700 mm離れた

位置の床面にテープにより640 mm四方の区画を設置する工事

とする。水蒸気改質処理試験残さを保管する場所の基準寸法

の考え方を別紙－１に示す。 

また、工事の方法については別紙－２に示す。 

使用前確認を受けようとする使用前

検査に係る工事の工程、期日、場所

及び種類 

工事の工程 詳細は添付-1に示す。 

期日 自 令和３年11月９日 

至 令和３年11月10日 

場所 J棟 

種類 核燃料物質の使用等に関する規則第２条の２による使

用前検査。詳細は別紙－３に示す。 



 

ii 

使用前確認を受けようとする使用前

検査に係る工事の品質マネジメント

システム 

核燃料物質の使用等に関する規則第２条の11の３及び原子

力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則に適合するように策定した核燃料物質使用施

設保安規定第Ⅰ編第12条に示す「核燃料サイクル工学研究所 

核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書（QS-P11）」に

より、設計及び工事の品質管理を行う。 

使用施設等を核燃料物質等を用いた

試験のために使用するとき又は使用

施設等の一部が完成した場合であっ

てその完成した部分を使用しなけれ

ばならない特別の理由があるときに

あっては、その使用の期間及び方法 

該当なし 

 

添付書類 

添付－１ 工事の工程に関する説明書 

添付－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

添付－３ 施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器に関する説明書 

添付－４ 使用施設等の技術基準及び核燃料物質の使用の変更の許可申請書への適合性に関す

る説明書 

添付－５ 使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書 



水蒸気改質処理試験残さを保管する場所は、右図及び以下
のとおり区画する。

・当該場所の管理区域境界の壁からの位置について、線量評
価上は管理区域境界の壁の非管理区域側表面から5 700 mm
離れた位置に線源を設定しているが、保守的に管理区域境
界の壁厚Tを考慮せず、管理区域境界の壁の管理区域側表面
から5 700 mm離れた位置が当該場所の西端、当該場所の西
端から640 mm離れた位置が当該場所の東端となるよう区画
する。

・当該場所の作業室(1)側の壁からの位置について、作業室
(1)側の壁からその他の固体廃棄物を保管する場所の中心ま
での距離1 960 mmから当該場所の幅の半分である320 mmを
引いた位置が当該場所の北端、作業室(1)側の壁からその他
の固体廃棄物を保管する場所の中心までの距離1 960 mmに
当該場所の幅の半分である320 mmを足した位置が当該場所
の南端となるよう区画する。

上記位置どおりに水蒸気改質処理試験残さを保管する場所
が区画されていることを、以下の基準寸法を測定することで
確認する。なお、区画テープ幅tは考慮せず、区画テープの内
側を当該場所とする。

・当該場所の管理区域境界からの位置に係る基準寸法：L1
・当該場所の作業室(1)側の壁からの位置に係る基準寸法：L2
・当該場所の幅に係る基準寸法：W1,W2

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所の基準寸法の考え方

別紙－１

1
-
1
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別紙－２ 

 

使用前確認を受けようとする使用施設等の工事の方法 

 

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所の区画に係る工事の方法及び手順を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 区画の設置 
 

 

 

 

 

 使用前検査※ 
 

        ※寸法検査及び品質マネジメントシステムに係る検査 
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別紙－３ 

 

使用前確認を受けようとする使用前検査に係る期日、場所及び種類 

 

検査の期日 場  所 

種 類 

検査の方法*１ 
使用施設等の 

技術基準 
検査対象 

令和３年11月９日

～11月10日 

国立研究開発法

人日本原子力研

究開発機構 

核燃料サイクル

工学研究所 

J棟 

 

 

第１号 

 

第24条第２項 

 遮蔽 

水蒸気改質処理試

験残さを保管する

場所と管理区域境

界の壁の管理区域

側表面との距離 

（寸法検査） 

第３号 文書及び記録 

（品質マネジメン

トシステムに係る

検査） 

 

*１：核燃料物質の使用等に関する規則第２条の２に規定する使用前検査の方法の該当号を

示す。 

第１号 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法 

第２号 機能及び性能を確認するために十分な方法 

第３号 その他使用施設等が法第55条の２第２項各号のいずれにも適合しているこ

とを確認するために十分な方法 
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工事期間 

▼ 
使用前検査 

設備 年月 

添付－１ 
工事の工程に関する説明書 

  

核燃料物質の使用等に関する規則第２条の２第１項による使用前検査の実施につい

て、第１号「構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法」及び第３号「その

他使用施設等が法第 55 条の２第２項各号のいずれにも適合していることを確認するた

めに十分な方法」に関する工程は以下のとおり。 

 

 

 令和３年 

９月 10 月 11 月 

 

水蒸気改質処理試験残さを保管する 

場所の区画 

   

 

使用前検査 

・寸法検査 (第１号検査) 

・品質マネジメントシステムに係る検査（第３号検査） 
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添付－２ 

  

工事の工程における放射線管理に関する説明書  

  

１．放射線管理  

放射線管理については、「核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規

定」に基づき、以下のとおり実施する。具体的な管理については下部要領である

「核燃料物質使用施設放射線管理基準」に基づき実施する。  

  

（１）検査に係る作業区域の区画及び汚染拡大防止  

管理区域内においては、被ばく低減及び汚染拡大防止のため、工事エリアの

サーベイを実施するとともに、表面密度等の環境条件に応じて、適切な汚染拡

大防止策を講ずる。また、必要に応じ関係者以外の立入を制限する。  

  

（２）検査中の放射線管理  

検査に係る者に対し、防護具の適切な着用及び被ばく管理について指導及び

助言を行う。  

  

（３）個人被ばく管理  

被ばく線量は、所定の個人被ばく線量計を用いて測定する。  

  

２．検査場所の区域区分  

・核燃料サイクル工学研究所 

J棟 第二保管室 ： 管理区域 
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添付－３ 

 

施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器に関する説明書 

 

本申請の対象設備である水蒸気改質処理試験残さを保管する場所に設置する区画の

施設管理の重要度（保全重要度）は、「核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設

品質マネジメント計画書（QS-P11）」及び「環境技術開発センター保安規定施設品質マ

ネジメント要領書 要領書総則（K-QSD-01）」に基づき、保全重要度「中」に分類され

る。 

なお、機構の「保安活動指標(PI)の設定評価に関するガイド(PI設定評価ガイド)」を

参考に策定した「核燃料サイクル工学研究所 保安活動指標(PI)設定評価要領」及び「環

境技術開発センター保安規定施設品質マネジメント要領書 保安活動指標(PI)等設定・

評価要領書」等に基づく、「重要度の高い系統・機器に関する定量的な目標」を設定し

ている設備ではないため、本確認申請の対象外となる。 
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添付－４ 

使用施設等の技術基準及び核燃料物質の使用の変更の許可申請書への 

適合性に関する説明書 

 

（核燃料物質の臨界防止） 

第四条 使用施設等は、核燃料物質の臨界を防止するため、次に掲げる措置が講じられ

たものでなければならない。 

一 核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下この条において「単一ユニット」

という。）において、通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界

に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核

燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形

状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するた

めの措置その他の適切な措置 

二 単一ユニットが二つ以上存在する場合において、通常時に予想される機械若

しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起き

た場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単一ユニット相互間

の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の

使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置 

三 臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備が設けられてい

ること。 

本申請に係る廃棄物保管容器に保管する廃棄物には、臨界に影響する有意量の核燃料物

質は含まれていないため該当しない。 

 

 

（使用施設等の地盤） 

第五条 使用施設等は、使用許可基準規則第八条第一項の地震力が作用した場合におい

ても当該使用施設等を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければ

ならない。 

本申請に係る工事等においては、新たに建屋等を据え付けたものではなく、既設施設の

地盤に係る構造等に変更がないため、該当しない。 
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（地震による損傷の防止） 

第六条 使用施設等は、これに作用する地震力（使用許可基準規則第九条第二項の規定

により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがな

いものでなければならない。 

２ 耐震重要施設（使用許可基準規則第八条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以

下この条において同じ。）は、使用許可基準規則第九条第三項の地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

３ 耐震重要施設は、使用許可基準規則第九条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊に

よりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講

じられたものでなければならない。 

本申請に係る工事等においては、新たに設備等を据え付けるものではなく、地震による

損傷の防止に係る評価は不要のため、該当しない。 

 

 

（津波による損傷の防止） 

第七条 使用施設等は、その供用中に当該使用施設等に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る津波によりその安全機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な

措置が講じられたものでなければならない。 

本申請に係る工事等においては、新たに建屋等を据え付けたものではなく、津波による

損傷の防止に係る構造等に変更がないため、該当しない。 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 使用施設等は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全機

能を損なうおそれがある場合には、防護措置その他の適切な措置が講じられたもので

なければならない。 

２ 使用施設等は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部から

の衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事

故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況か

ら想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により使用施設

等の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。 

本申請に係る工事等においては、新たに建屋等を据え付けたものではなく、外部からの

衝撃による損傷の防止に係る措置に変更がないため、該当しない。 
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（立入りの防止） 

第九条 使用施設等は、人がみだりに管理区域内及び周辺監視区域内に立ち入らないよ

うな次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。 

一 管理区域の境界には、壁、柵その他の区画物及び標識が設けられていること。 

二 周辺監視区域の境界には、柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標

識が設けられていること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないこと

が明らかな場合は、この限りでない。 

本申請に係る工事等においては、既設施設の立入りの防止に係る措置に変更がないた

め、該当しない。 

 

 

（使用施設等への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 使用施設等を設置する工場又は事業所（以下「工場等」という。）は、使用施設

等への人の不法な侵入、使用施設等に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止

するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 工場等は、必要に応じて、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）

を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。 

本申請に係る工事等においては、第１項については、新たに侵入防止設備等に係る設備

等を据え付けたものではなく、使用施設への人の不法な侵入等の防止に係る措置に変更が

ないため、該当しない。 

第２項については、既設の不正アクセス行為の防止に係る措置に変更がないため、該当

しない。 
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（閉じ込めの機能） 

第十一条 使用施設等は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）を限定された区域に閉じ込める機能

を保持するように設置されたものでなければならない。 

一 流体状の核燃料物質等を内包する容器又は管に核燃料物質等を含まない流体

を導く管を接続する場合には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まな

い流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。 

二 六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが著しく漏えいす

るおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。 

三 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

（使用済燃料を除く。）を使用し、貯蔵し、又は廃棄する（保管廃棄する場合を

除く。）セル、グローブボックスその他の気密設備（以下「セル等」という。）

又は再処理研究設備（再処理の研究の用に供する設備であって、気密又は水密

を要するものをいう。）をその内部に設置するセル等は、給気口及び排気口を

除き、密閉することができる構造であること。 

四 液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄するセル等は、当該物質

がセル等の外に漏えいするおそれがない構造であること。 

五 密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適

切に維持し得るものであること。 

六 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質

を使用し、貯蔵し、又は廃棄する（保管廃棄する場合を除く。）室並びに核燃料

物質による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得る

ものであること。 

七 セル等がその内部を負圧状態に保つ必要があるものであるときは、当該セル

等は、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。 

八 液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄する設備が設置される施

設（液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、

当該物質が当該施設内に漏えいした場合にも、これが施設外に漏えいするおそ

れがない構造であること。 

本申請に係る工事等においては、第１号、第４号及び第８号については、流体状の核燃

料物質等を取り扱うことはないため、該当しない。第２号については、六ふっ化ウランを

取り扱うことはないため、該当しない。第３号及び第６号については、プルトニウムを取

り扱うことはないため、該当しない。第５号については、フードに係る変更ではないた

め、該当しない。第７号については、セル等に係る変更ではないため、該当しない。 
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（火災等による損傷の防止） 

第十二条 使用施設等は、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆

発の影響を軽減するために次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。 

一 火災又は爆発の影響を受けることにより使用施設等の安全性に著しい支障が

生ずるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備（警報設備にあっては、自

動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報

を発するものに限る。）が設けられていること。 

二 前号の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全

上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。 

三 火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り

不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その

他の適切な防護措置が講じられたものであること。 

四 水素を取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）は、適切に接地され

ているものであること。 

五 水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）

を設置するセル等及び室は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合におい

てもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措

置が講じられたものであること。 

本申請に係る工事等においては、第１号については、既設の消火設備及び警報設備に係

る変更ではないため、該当しない。第２号については、本施設には安全上重要な施設はな

いため、該当しない。第３号については、既存の鋼製床面にテープによる区画を設置する

ものであり、新たな防護措置は不要であるため、該当しない。第４号及び第５号について

は、水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備ではないため、該当しない。 

 

 

（溢水による損傷の防止） 

第十三条 使用施設等は、その施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なう

おそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければなら

ない。 

本申請に係る工事等においては、溢水が発生する設備等はないため、該当しない。 
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（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十四条 使用施設等は、その施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機能を

損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけれ

ばならない。 

本申請に係る工事等においては、化学薬品を取り扱う設備等ではないため、該当しな

い。 

 

 

（安全避難通路等） 

第十五条 使用施設等には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難

通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 

三 設計評価事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）

及びその専用の電源 

本申請に係る工事等においては、新たに安全避難通路等を設けたものではなく、安全避

難通路等に係る変更がないため、該当しない。 

 

 

（使用施設等の機能） 

第十六条 使用施設等は、通常時及び設計評価事故時に想定される全ての環境条件にお

いて、その安全機能を発揮することができるように設置されたものでなければならな

い。 

２ 使用施設等は、当該使用施設等の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該

安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されたものでなけ

ればならない。 

３ 使用施設等に属する設備であって、機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を

受け、使用施設等の安全機能を損なうことが想定されるものは、防護措置その他の適切

な措置が講じられたものでなければならない。 

４ 使用施設等は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共用する場

合には、使用施設等の安全性を損なわないように設置されたものでなければならない。 

本申請に係る工事等において、第１項については、想定される全ての環境条件における安

全機能の発揮に影響を及ぼさないため、該当しない。第２項については、既設施設の検査等

を考慮した設計に係る構造等に変更がないため、該当しない。第３項については、機器の損

壊に伴い安全機能を損なうことが想定されないため、該当しない。第４項については、他の

施設等との共用がないため、該当しない。 



添 4-7 

 

（材料及び構造） 

第十七条 使用施設等に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、使用

施設等の安全性を確保する上で重要なもの（以下この項において「容器等」という。）

の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。 

一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものであるこ

と。 

二 容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この号におい

て同じ。）は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 

ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害

な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであ

ること。 

ハ 適切な強度を有するものであること。 

ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適

切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接し

たものであること。 

２ 使用施設等に属する容器及び管のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要な

ものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏え

いがないように設置されたものでなければならない。 

本申請に係る工事等においては、容器等に係る変更ではないため、該当しない。 

 

 

（貯蔵施設） 

第十八条 貯蔵施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。 

一 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立

入制限の措置が講じられたものであること。 

二 標識が設けられていること。 

三 核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱（第二十二条第八号

において「崩壊熱等」という。）により過熱するおそれがあるものは、必要に

応じて冷却のための必要な措置が講じられたものであること。 

本申請に係る工事等においては、貯蔵施設に係る変更ではないため、該当しない。 
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（汚染を検査するための設備） 

第十九条 使用施設等には、密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、

管理区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性

物質による汚染を検査するために必要な設備が備えられていなければならない。 

本申請に係る工事等においては、新たに汚染を検査するための設備を据え付けたもので

はなく、汚染を検査するための設備に変更がないため、該当しない。 

 

 

（放射線管理設備） 

第二十条 工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理設備が備えられていなけ

ればならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これ

を間接的に計測する設備をもって代えることができる。 

一 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質

の濃度 

二 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質

の濃度 

三 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空

気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性

物質の密度 

本申請に係る工事等においては、新たに放射線管理設備を据え付けたものではなく、放

射線管理設備に係る変更がないため、該当しない。 

 

 

（安全回路） 

第二十一条 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用

施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定された区

域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは

爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動

を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が設けられていなければならない。 

本申請に係る工事等においては、新たに安全回路を設けておらず、安全回路に係る事項

に変更がないため、該当しない。 
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（廃棄施設） 

第二十二条 廃棄施設は、次に掲げる要件を備えていなければならない。 

一 管理区域内の人が常時立ち入る場所の空気中、周辺監視区域の外の空気中及

び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規

制委員会の定める濃度限度以下になるように使用施設等において発生する放射

性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。 

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設けられていること。

ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄す

る設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体

状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。 

三 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状

の放射性廃棄物を排出することがないものであること。 

四 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、

ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の核燃料物質

等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 

五 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状

の放射性廃棄物を排出することがないものであること。 

六 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、外部と区画されたものであること。 

七 放射性廃棄物を保管廃棄する施設は、放射性廃棄物を搬出入する場合その他

特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものである

こと。 

八 放射性廃棄物を保管廃棄する施設であって、放射性廃棄物の崩壊熱等により

過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものであ

ること。 

九 標識が設けられていること。 

本申請に係る工事等においては、第１号については、管理区域内の人が常時立ち入る場

所の空気中、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物

質の濃度評価に影響を及ぼさないため、該当しない。第２号については、放射性廃棄物以

外の廃棄物を廃棄する設備はないため、該当しない。第３号及び第４号については、放射

性気体廃棄に係る構造等に変更がないため、該当しない。第５号については、液体状の放

射性廃棄物を廃棄する設備ではないため、該当しない。第６号、第７号及び第８号につい

ては、放射性廃棄物を保管廃棄する施設ではないため、該当しない。第９号については、

標識を付した既設の廃棄施設中に水蒸気改質処理試験残さの保管場所を設置するため、該

当しない。 
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（核燃料物質等による汚染の防止） 

第二十三条 使用施設等のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分で

あって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがある

ものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。 

本申請に係る工事等においては、既存の建物内部の壁、床その他の部分に変更を加える

ものではないため、該当しない。 

 

 

（遮蔽） 

第二十四条 使用施設等は、放射線障害を防止するため、次に掲げる措置が講じられた

ものでなければならない。 

一 通常時において使用施設等からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監

視区域周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度以下となるように設置

されたものであること。 

二 工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所に

は、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられ

ているものであること。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管そ

の他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合

には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられたものであること。 

本申請に係る工事等においては、第１号については、直接線及びスカイシャイン線によ

る周辺監視区域の線量評価に影響を及ぼさないため、該当しない。第２号については、遮

蔽設備として、管理区域境界との距離により、放射線障害を防止するための措置としてい

るため、該当する。本申請書においては、水蒸気改質処理試験残さを保管する場所の区画

と管理区域境界との距離が使用の変更の許可申請書のとおりであることについて、以下の

事項を確認する。 

 

① 検査の種類 

検査対象 検査項目 

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所

の区画と管理区域境界の壁の管理区域側

表面との距離及び保管場所の大きさ 

寸法検査 

 

② 検査の対象 

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所を使用変更許可申請書に記載した際の線

量評価において、640 mm 四方の水蒸気改質処理試験残さを保管する場所を、既存の

固体廃棄物を保管する場所の中で最も管理区域境界から離れた位置（管理区域境界
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の壁から 5 700 mm）かつ既存の固体廃棄物を保管する場所の中心（作業室(1)側壁か

ら 1 960 mm）に設定している。寸法検査の対象となる測定箇所については、図１に

示す基準寸法 L1、L2、W1、W2を測定する。 

水蒸気改質処理試験残さを保管する場所の区画と管理区域境界との距離につい

て、本検査では管理区域である第二保管室側の壁表面からの距離が 5 700 mm である

ことを測定することしている。線量評価上は、管理区域境界の壁の非管理区域であ

る第二補機室側の壁表面の位置で実施しており、管理区域境界の壁厚(T＝120 mm）

分保守的であるため、後述の公差を加味した場合であっても、線量評価上の問題は

ない。 

また、使用変更許可申請書では作業室(1)側壁と既存の固体廃棄物を保管する場所

の中心線間の距離(L2+W2/2)を 1 960 mm としているため、本来は作業室(1)側壁から

1 960 mm 測定後、中心線にマーキングを施して W2/2 の 320 mm を測定することにな

るが、マーキングを施すことにより誤差が大きくなるため、直接測定ができるよう

に、1 960 mm から W2/2 を引いた値を L2として測定し、その後、水蒸気改質処理試験

残さを保管する場所の大きさである W2を測定することとする。 

なお、区画テープ幅 tを考慮せず、区画テープで囲われた内側の寸法が、使用変

更許可申請書に記載された寸法としている。 

 

 

図 1. 寸法検査の対象となる基準寸法 
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③ 検査における公差の考え方 

前記②のとおり壁厚を考慮しない保守的な寸法であることから、寸法公差につい

ては、JIS B 0405「普通公差-第 1 部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸

法に対する公差」（表 1参照）のうち、粗級(c)の該当寸法の公差を使用する。ただ

し、線量評価に直接影響する L1寸法については、管理区域境界に近づくこととなる

マイナス公差は使用せず、公差は 0～＋4 mm とする。 

 

表 1．JIS B 0405「普通公差-第 1 部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対

する公差」 

                             （mm） 

基準となる寸法の区分 
公差等級 

備考 
精級(f) 中級(m) 粗級(c) 極粗級(v) 

0.5 以上 3 以下 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ―  

3 を超え 6 以下 ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5  

6 を超え 30 以下 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1  

30 を超え 120 以下 ±0.15 ±0.3 ±0.8 ±1.5  

120 を超え 400 以下 ±0.2 ±0.5 ±1.2 ±2.5  

400 を超え 1000 以下 
±0.3 ±0.8 ±2 ±4 

W1、W2の公差 

：±2 

1000 を超え 2000 以下 
±0.5 ±1.2 ±3 ±6 

L2の公差 

：±3 

2000 を超え 4000 以下 
― ±2 ±4 ±8 

L1の公差 

：0～+4 

 

④ 検査における測定方法 

寸法測定に当たっては、校正証明付きの鋼製巻尺により行う。 

 

⑤ 検査の判定基準 

校正証明付きの鋼製巻尺により測定した寸法が表 2 の技術基準を満足することを

確認する。 
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                表 2. 技術基準          （mm） 

検査対象 寸法記号 
技術基準 

基準寸法 公差 

試験残さを保管する 

場所の位置 

L1 5 700 0～+4 

L2 1 640 ±3 

試験残さを保管する 

場所の大きさ 

W1 640 ±2 

W2 640 ±2 

 

 

（非常用電源設備） 

第二十五条 使用施設等には、次に掲げる非常用電源設備が設けられていなければなら

ない。 

一 外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、使用施設等の安全

性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力と

する発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備 

二 使用施設等の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置

又はこれと同等以上の機能を有する設備 

非常用電源設備を設けていない施設であるため、該当しない。 

 

 

（警報装置等） 

第二十六条 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用

施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、第二十二条第一号の放射性物質

の濃度が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射

性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに

警報する設備が設けられていなければならない。 

２ 工場等には、設計評価事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示

ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。 

３ 工場等には、設計評価事故が発生した場合において使用施設等の外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線が設けられていなければな

らない。 

４ 前項の専用通信回線は、必要に応じて多様性を有するものでなければならない。 

本申請に係る工事等において、第１項から第４項については、新たに通信連絡設備、通

信回線等を据え付けたものではなく、通信連絡設備等に変更がないため、該当しない。 
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（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

第二十七条 使用施設等は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用

施設等から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合

において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置が講じられたものでなければ

ならない。 

本施設において、多量の放射性物質等を放出する事故は想定されないため、該当しな

い。 
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添付－５ 

  

使用前検査に係る工事の品質マネジメントシステムに関する説明書 

  

使用前検査に係る工事の品質マネジメントについては、「核燃料サイクル工学研究所

核燃料物質使用施設保安規定」及び「核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設

品質マネジメント計画書(QS-P11)」に基づき以下のとおり実施する。  

 

 

１．業務の計画及び実施 

１．１ 業務の計画 

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長及び検査等を担当する計画管理課長

は、核燃料サイクル工学研究所長（以下「所長」という。）及び環境技術開

発センター長が策定する業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）

に基づき、個別業務に必要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順書

等）を作成して業務を実施する。 

（２）業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項

と整合（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

（３）廃止措置技術課長及び計画管理課長は、業務の計画の策定及び変更（プロ

セス及び組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変

更を含む。）を含む。）に当たっては、次の事項のうち該当するものについ

て個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原

子力の安全への影響の程度及び必要な処置を含む。）  

b) 業務・使用施設等に対する品質目標及び要求事項  

c) 業務・使用施設等に特有なプロセス及び文書の確立の必要性並びに資源

の提供の必要性  

d) 業務・使用施設等のための事業者検査、検証、妥当性確認、監視及び測

定並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・使用施設等のプロセス及びその結果が要求事項を満たしているこ

とを実証するために必要な記録 

（４）業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとす

る。 

 

１．２ 業務・使用施設等に対する要求事項に関するプロセス 

１．２．１ 要求事項の明確化 

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長及び検査等を担当する計画管理課長

は、次の事項を１.１に示す「業務の計画」において明確にする。 

a) 業務・使用施設等に関連する法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務・使用施設等に必要な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 
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１．２．２ 要求事項のレビュー 

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長及び検査等を担当する計画管理課長

は、業務・使用施設等に対する要求事項をレビューする。このレビューは、

その要求事項を適用する前に実施する。 

（２）レビューでは、次の事項について確認する。  

a) 業務・使用施設等に対する要求事項が定められている。  

b) 業務・使用施設等に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場

合には、それについて解決されている。  

c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。  

（３）このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録

を作成し、管理する。 

（４）廃止措置技術課長及び計画管理課長は、業務・使用施設等に対する要求事

項が変更された場合には、関連する文書を改訂する。また、変更後の要求事

項が関連する要員に理解されていることを確実にする。 

 

 

２．設計・開発  

２．１ 設計・開発の計画  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、使用施設等の設計・開発の計画を

策定し、管理する。  

（２）廃止措置技術課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にす

る。  

a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度  

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並び

に管理体制 

c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源  

（３）廃止措置技術課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確

な割当てを確実にするために、設計・開発に関与する関係者(他部署を含

む。)間のインタフェースを運営管理する。  

（４）廃止措置技術課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に

変更する。  

  

２．２ 設計・開発へのインプット  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、使用施設等の要求事項に関連する

インプットを明確にし、記録を作成し、管理する。インプットには次の事項

を含める。  

a) 機能及び性能に関する要求事項  

b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項  

（２）廃止措置技術課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビュ

ーし承認する。要求事項は、漏れがなく、曖昧ではなく、かつ、相反するこ

とがないようにする。  
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２．３ 設計・開発からのアウトプット  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、設計・開発からのアウトプット(機

器等の仕様等)は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適

した形式により管理する。また、次の段階に進める前に、承認する。  

（２）廃止措置技術課長は、設計・開発のアウトプット(機器等の仕様等)は、次

の状態とする。  

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。  

b) 調達、業務の実施及び使用施設等の使用に対して適切な情報を提供す

る。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照してい

る。  

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な使用施設等の特性を明確にする。  

  

２．４ 設計・開発のレビュー  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、設計・開発の適切な段階におい

て、次の事項を目的として、計画されたとおりに体系的なレビューを行う。  

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。  

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。  

（２）レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に

関連する部署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。  

（３）廃止措置技術課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置

があればその記録を作成し、管理する。  

  

２．５ 設計・開発の検証  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、設計・開発からのアウトプット

が、設計・開発へのインプットとして与えられている要求事項を満たしてい

ることを確実にするために、計画されたとおりに検証を実施する。  

（２）設計・開発の検証は、原設計者以外の者又はグループが実施する。  

（３）設計・開発を外部委託した場合には、廃止措置技術課長は、仕様書で与え

ている要求事項を満たしていることを確実にするために、仕様書と受注者が

実施した設計・開発の結果（受注者から提出される承認図書類）とを対比し

て検証を実施する。 

（４）廃止措置技術課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があ

ればその記録を作成し、管理する。 

 

２．６ 設計・開発の妥当性確認  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、設計・開発の結果として得られる

使用施設等又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図され

た用途に係る要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法

に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該使用施設等の

設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該使用施設

等の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を完了する。  

（２）廃止措置技術課長は、実行可能な場合はいつでも、使用施設等を使用又は

個別業務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了

する。  
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（３）廃止措置技術課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処

置があればその記録を作成し、管理する。  

  

２．７ 設計・開発の変更管理  

（１）工事等を担当する廃止措置技術課長は、設計・開発の変更を行った場合は

変更内容を識別するとともに、その記録を作成し、管理する。  

（２）廃止措置技術課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適

切に行い、その変更を実施する前に承認する。  

（３）廃止措置技術課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更

が、当該使用施設等を構成する要素(材料又は部品)及び関連する使用施設等

に及ぼす影響の評価を行う。  

（４）廃止措置技術課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録

及び必要な処置があればその記録を作成し、管理する。  

 

３．監視機器及び測定機器の管理  

（１）廃止措置技術課長は、業務・使用施設等に対する要求事項への適合性を実

証するために、実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にす

る。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。  

（２）廃止措置技術課長は、監視及び測定の要求事項と整合を確保できる方法で

監視及び測定が実施できることを確実にする。  

（３）廃止措置技術課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合に

は、測定機器に関し、次の事項を満たすようにする。  

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計

量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合に

は、校正又は検証に用いた基準を記録し、管理する。  

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。  

c) 校正の状態が明確にできる識別をする。  

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。  

e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。  

（４）廃止措置技術課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明し

た場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記

録する。また、その機器及び影響を受けた業務・使用施設等に対して、適切

な処置を行う。  

（５）廃止措置技術課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録

を作成し、管理する。  

（６）廃止措置技術課長は、規定要求事項に関わる監視及び測定にコンピュータ

ソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだ

システムが意図した監視及び測定ができることを確認する。この確認は、最

初に使用するのに先立って実施する。  
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４．検査及び試験  

（１）計画管理課長は、使用施設等の要求事項が満たされていることを検証する

ために、個別業務の計画に従って、適切な段階で事業者検査を実施する。  

（２）検査及び試験の合格判定基準への適合の証拠となる事業者検査の結果に係

る記録を作成し、管理する。  

（３）記録には、リリース(次工程への引渡し)を正式に許可した人を明記する。  

（４）個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該機

器等や使用施設等を運転、使用しない。 

（５）計画管理課長は、保安活動の重要度に応じて、事業者検査の中立性及び信

頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。  
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